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酒
税
と
揮
発
油
税
に
お
い
て
課
税
実
務
が
異
な
る
理
由
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
与
党
の
方
針
に
よ
る
か
、
与
野
党
協
議
の
経
過
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
国
会
の
議
論
の
結
果
、
課
税
法
制
に
変
更
が
生

じ
た
場
合
に
は
、
政
府
は
国
民
生
活
へ
の
影
響
、
混
乱
を
最
小
限
と
す
る
た
め
、
等
し
く
必
要
な
課
税
実
務
に
関
す
る
通
知
を

発
す
る
責
務
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

平
成
九
年
酒
税
減
税
の
際
、
小
売
店
と
製
造
元
に
み
な
し
返
品
を
適
用
す
る
こ
と
で
、
在
庫
調
整
を
不
要
と
し
、
も
っ
て

市
場
価
格
の
混
乱
を
回
避
し
た
国
税
庁
長
官
通
知
発
達
の
理
由

二

本
日
よ
り
開
始
し
た
揮
発
油
税
の
暫
定
税
率
の
期
限
切
れ
に
当
た
り
、
一
と
同
旨
の
国
税
庁
長
官
通
知
を
発
達
し
な
い
理

由右
質
問
す
る
。


